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古河市子ども・子育て支援事業に

関するアンケート調査について
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古河市こども計画について（前回会議のおさらい）

～R6.１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月～R7.３月

アンケート調査の実施

市町村は、国の大綱を勘案して、市町村こども計画を作成するよう努力義務が課せられています。
古河市では子ども・子育て支援事業計画を包括する古河市こども計画を策定します。
計画策定にあたり、古河市こども計画の当事者であるこどもの意見を聴くため、市内の小・中・高校生を対

象にアンケート調査を実施します。
また、古河市子ども・子育て支援事業計画施策の対象となる子育ての当事者の意見を幅広く聴取するため、

古河市内の未就学児および就学児の保護者を対象にアンケート調査を実施します。

市町村こども計画 （こども基本法第10条）

保護者・こども
アンケート

策定業務
集計・分析

報告書準備検討
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令和5年12月22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の
基本的な方針等を定める「こども大綱」が閣議決定されました。
こども大綱では、こども・若者が「権利の主体」であることを明示し、子ども・若者の意見を聞きながら

「こどもまんなか社会」を目指すこととしています。

こども大綱 （こども基本法第9条）



アンケートの概要について①
〇実施時期：２月後半～３月前半（３週間程度）

対象者 対象数 回答方法 設問

保
護
者

未就学児
（０～５歳）

無作為抽出

1,000
人

Logoフォーム

・ＰＣ
・タブレット
・スマートフォン
から回答可能

〇子ども・子育て支援事業計画の量の見込みための設問
・基本情報（居住地区/家族の状況/子育て環境/就労状況）
・平日の定期的な幼児教育・保育事業の利用状況について
・地域の子育て支援事業の利用状況について
・その他土曜・休日や⾧期休暇中、病気の際、不定期や宿泊を
伴う一時預かり、小学校就学後の放課後の過ごし方
〇こども計画のための設問
・生活や家庭のことについて
（親の最終学歴／暮らしの状況／経済状況／精神状態／
子育てに関する悩み）

就学児
（６～11歳）

無作為抽出

1,000
人

こ
ど
も

小学５年生 23校
約1,200人

・属性（家族状況、使用言語）
・生活習慣（食事、就寝時間、自由時間）
・経済状況（家電等有無、アルバイト）
・孤独・孤立の状況（悩み、相談相手）
・学力・進路とこどもの置かれている環境
・こどもの居場所
・自己について（自己有用感、自己肯定感等）
・こども基本法の認知度

中学２年生
※中等教育学校
前期課程含む

10校
約1,300人

高校２年生
※中等教育学校
後期課程含む

6校
約1,000人
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設問の趣旨・目的（こども計画部分）
• 親の学歴と、経済状況、子育て状況等の関連性を確認親の最終学歴

•経済状況を把握暮らしの状況

•この結果からこども向けアンケート結果を経済状況で分類経済状況

•親の精神状態を把握精神状態

•悩みと、経済状況、子育て状況等との関係性を把握子育てに関する悩み

・子育て支援、親のリスキリング
（学びなおし）等、施策の検討材
料として活用

・経済状況、子育ての不安や悩み
等との関係性から、子どもや親へ
の施策の検討材料として活用

アンケートの概要について② 5

• 保護者の結果と照らし合わせることで、こどもの経済状況を類推経済状況

• 孤独・孤立の状況と家庭環境、経済状況、進路等との関係性を把握孤独・孤立の状況

• 学力等とこどもの置かれている環境等の関係性を把握学力・進路

• ニーズのある居場所を把握こどもの居場所

• 自己有用感、自己肯定感等を把握自己について

こ
ど
も

保
護
者

・悩みや孤独の状況等とこどもの
生活環境、家庭環境等との関係性
等を把握し、こどもの居場所づく
り等施策の検討材料として活用
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こども基本法に基づく新たな会議体について



H25.6

R6.3

R6.5

H25.11 会議発足

条例制定

R5.6 委員改選

会議発足

スライド

※予定

古河市子ども・子育て会議のリニューアル（案）について

条例制定
※予定

こども基本法（R5.4）施行

子ども・子育て支援法（H27.4.1）施行
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その他事業報告
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家庭的保育施設の創設


